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第７９号議案 

 
令和６年度笠松町一般会計補正予算（専決第３号）の専決処分の承認につい 
て 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告して承認を求める。 

 
令和 ６ 年１２月 ６ 日 提 出 

笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

記 

 
１ 令和 ６ 年１０月 ７ 日 専 決 

令和６年度笠松町一般会計補正予算（専決第３号） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1-



 
専  決  処  分  書 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、町議

会の議決すべき事件について特に緊急を要するため町議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認めるので、次のとおり専決処分する。 

 
１ 令和６年度笠松町一般会計補正予算（専決第３号） 

 
令和 ６ 年１０月 ７ 日 

笠 松 町 長  古  田  聖  人 
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第８０号議案 

 
笠松町町内会加入促進及び活動推進に関する条例について 

 
笠松町町内会加入促進及び活動推進に関する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

 
令和 ６ 年１２月 ６ 日 提 出 

笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

笠松町町内会加入促進及び活動推進に関する条例 

 
（目的） 

第１条 この条例は、地域住民、町内会及び事業者の役割並びに町の責務を明らか

にすることにより、地域住民の町内会への加入及び参加を促進するとともに、町

内会活動の推進を図り、もって誰もが安心・安全で相互に支え合いながら暮らし

てゆく地域社会の実現に寄与することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 
（１） 町内会 地縁に基づき形成された地域組織をいう。 
（２） 事業者 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。 
（３） 住宅関連事業者 町内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理（以下

「住宅の建築等」という。）を業として行う者（これらの者を代理し、又は媒

介する者を含む。）をいう。 
 （基本理念） 
第３条 町内会への加入及び参加の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行わ

なければならない。 
 （１） 地域において、誰もが安心・安全で快適に暮らすために、町内会が中心

的な役割を担っていること。 
 （２） 地域住民の多様な価値観が尊重され、その自主的かつ自発的な取組が重
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要であること。 
 （３） 町内会の自立性や個性を損なわない配慮が必要であること。 
  （４） 地域住民、町内会、事業者及び町の相互理解と協働により行われること。 
 （地域住民の役割） 
第４条 地域住民は、地域の一員であることを認識し、地域において安心・安全で

快適に暮らすために、町内会が中心的な役割を担っていることを理解し、町内会

への加入及びその活動への積極的かつ主体的な参加に努めなければならない。 
 （町内会の役割） 
第５条 町内会は、地域の中心的な担い手として、積極的かつ主体的な活動に努め

なければならない。 
２ 町内会は、地域住民の自発的な町内会への加入並びに主体的な参加及び交流を

促進するとともに、町内会の活動に関する情報を積極的に地域住民に提供するよ

う努めなければならない。 
３ 町内会は、地域住民の町内会への加入並びに参加及び交流は個人の自由な意思

に基づくものであることを理解し、これに努めなければならない。 
４ 町内会は、内部統制を適正に行うとともに、町内会への加入者に対し、規約、

予算、決算その他の町内会運営に関する情報を定期的に公開しなければならない。 
５ 町内会は、地域住民が参加しやすい開かれた組織づくりに努めるとともに、地

域を担う人材の育成に努めなければならない。 
 （事業者の役割） 
第６条 事業者は、町内会の重要性を理解し、その事務所又は事業所が所在する地

域の町内会の活動に積極的に参加し、及び協力することにより、町内会活動の推

進に努めなければならない。 
２ 事業者は、従業員がその居住する地域の町内会活動に参加することに配慮する

よう努めなければならない。 
 （住宅関連事業者の役割） 
第７条 住宅関連事業者は、住宅の建築等に当たっては、当該住宅に入居しようと

する者に対して、当該住宅が所在する地域の町内会に関する情報を提供するよう

努めなければならない。 
 （町の責務等） 
第８条 町は、町内会の重要性を理解するとともに、その職務の遂行に当たっては、

町内会との協働に努めるものとする。 
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２ 町は、各種事業の実施に当たっては、関係部署との連携に努め、町内会の負担

軽減に配慮するものとする。 
３ 町は、町内会への加入及び参加の促進に係る活動その他町内会の組織及び活動

の維持を支援するため、必要な援助を行うよう努めるものとする。 
４ 町は、地域住民の町内会への加入及び参加の促進に関する相談、情報の提供、

助言等必要な措置を講じるよう努めるとともに、町内会への加入及び参加の促進

への理解を深めるために、積極的な広報及び啓発に努めるものとする。 
 （委任） 
第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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第８１号議案 

 
   笠松町議会の個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例について 

 
 笠松町議会の個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

 
  令和 ６ 年１２月 ６ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 
   笠松町議会の個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例 

 
 （笠松町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 
第１条 笠松町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年笠松町条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 
  第２条第１０項中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改める。 
  第１２条第５項の表第３８条第１項第１号の項中「第２条第９項」を「第２条

第１０項」に改める。 
 （笠松町個人番号の利用に関する条例の一部改正） 
第２条 笠松町個人番号の利用に関する条例（平成２７年笠松町条例第３５号）の

一部を次のように改正する。 
  第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第３号中「第

２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第４号中「第２条第１４項」

を「第２条第１５項」に改める。 
 （笠松町税条例の一部改正） 
第３条 笠松町税条例（昭和３０年笠松町条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 
  第３６条の２第９項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

 
   附 則 
 この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上
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並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部

を改正する法律（令和６年法律第４６号）の公布の日から起算して１年を超えない

範囲内において政令で定める日から施行する。 
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第８２号議案 

 
   笠松町印鑑条例及び笠松町手数料条例の一部を改正する条例について 

 
笠松町印鑑条例（昭和５１年笠松町条例第７号）及び笠松町手数料条例（平成１

２年笠松町条例第１２号）の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 
  令和 ６ 年１２月 ６ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

笠松町印鑑条例及び笠松町手数料条例の一部を改正する条例 

 
 笠松町印鑑条例（昭和５１年笠松町条例第７号）及び笠松町手数料条例（平成１

２年笠松町条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 
 （笠松町印鑑条例の一部改正） 
第１条 笠松町印鑑条例（昭和５１年笠松町条例第７号）の一部を次のように改正

する。 
  第５条第３項中「第２項第１号及び第２号」を「前項第１号及び第２号」に改

める。 
  第６条第２項中「前項第１号から第７号まで」を「前項各号」に改める。 
  第１０条の次に次の１条を加える。 
  （多機能端末機による印鑑登録証明書の申請） 
第１０条の２ 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能

端末機（本町の電子計算機と電気通信回路で接続された民間事業者が設置する

端末機で、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。）に

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード（電子署名等

に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法

律第１５３号。以下この条において「公的個人認証法」という。）第２２条第１

項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているもの
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に限る。）又は電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第４項

第２号ロに規定する移動端末設備（公的個人認証法第３５条の２第１項に規定

する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。）を

使用して、暗証番号（公的個人認証法第２条第５項に規定する利用者証明利用

者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。）その他必要な事項を入力する

ことにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができ

る。 
（笠松町手数料条例の一部改正） 

第２条 笠松町手数料条例（平成１２年笠松町条例第１２号）の一部を次のように

改正する。 
  第２条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 
 ３ 前項の規定は、多機能端末機（本町の電子計算機と電気通信回路により接続

された地方公共団体又は民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な

操作を行うことにより各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをい

う。）による申請については、適用しない。 

 
附 則 

この条例は、令和７年２月３日から施行する。ただし、第１条中笠松町印鑑条例

第５条第３項及び第６条第２項の改正規定は、公布の日から施行する。 
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第８３号議案 

 
笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例

について 

 
笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例（平成２７年笠松町条例第

２号）の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 
令和 ６ 年１２月 ６ 日 提 出 

笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例 

 
笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例（平成２７年笠松町条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

 
別表中 

「 

月額 

６，０００円

２，０００円

２，５００円

１，５００円

４，０００円

８，０００円

５，０００円

６，５００円

６，０００円

７，５００円

４，５００円
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 」 

を 
「 

月額 

７，０００円

２，５００円

３，０００円

２，０００円

５，０００円

９，０００円

６，０００円

７，５００円

７，０００円

８，５００円

５，５００円

１０，０００円

６，０００円

２，０００円

 」 

に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例別表の規定は、 

令和７年４月１日以後の利用料について適用し、同日前までの利用料については、

なお従前の例による。 

９，０００円

５，０００円

１，５００円
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第８４号議案 

 
   笠松町火葬場及び墓地使用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 
笠松町火葬場及び墓地使用料徴収条例（昭和３５年笠松町条例第４号）の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 
令和 ６ 年１２月 ６ 日 提 出 

笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

笠松町火葬場及び墓地使用料徴収条例の一部を改正する条例 

 
笠松町火葬場及び墓地使用料徴収条例（昭和３５年笠松町条例第４号）の一部を

次のように改正する。 

 
別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条の２関係） 

火葬場使用料 

区分 単位 
使用料 

町内居住者 町外居住者 

大人（１２歳以上） １体につき １０,０００円 ８０,０００円 

小人（１２歳未満） １体につき ６,０００円 ４８,０００円 

死産児 １体につき ６,０００円 ４８,０００円 

身体の一部 １件につき ６,０００円 ４８,０００円 

胞衣及び産汚物等 １件につき ２,０００円 １２,０００円 

小動物（合同葬儀）

ただし、犬猫と同等

大以下のものに限

る。 

１頭につき ２,０００円 １２,０００円 

備考 
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 １ 町内居住者に該当する場合は、次の場合とする。 

（１） 死亡者については、死亡時に本町の住民基本台帳に記録されている場    

 合 

（２） 死産児については、母が本町の住民基本台帳に記録されている場合 

（３） 身体の一部については、本人が本町の住民基本台帳に記録されている 

場合 

（４） 胞衣及び産汚物等については、当該使用に係る病院等の事業所の所在

地が本町にある場合 

（５） 小動物については、使用しようとする者が本町の住民基本台帳に記録

されている場合 

 ２ 町外居住者に該当する場合とは、町内居住者に該当しない場合をいう。 

  
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の笠松町火葬場及び墓地使用料徴収条例の規定は、施行日以後の許可に

係る使用について適用し、施行日前の許可に係る使用については、なお従前の例

による。 

-17-



 

第８５号議案 

 
   証明書の交付等に関する事務の委託の廃止に関する協議について 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４の規定に基づき、次の

とおり証明書の交付等に関する事務の相互の委託を廃止するものとする。 

 
令和 ６ 年１２月 ６ 日 提 出 

笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

岐阜市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約等を廃止す

る規約 

 
（岐阜市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１条 岐阜市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成９

年１２月１８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（大垣市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第２条 大垣市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成１

２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（関市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第３条 関市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成１２

年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（美濃市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第４条 美濃市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成１

２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（羽島市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第５条 羽島市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成１

２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（各務原市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第６条 各務原市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
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（岐南町と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 
第７条 岐南町と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成１

２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と養老町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第８条 笠松町と養老町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成１

２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と垂井町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第９条 笠松町と垂井町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成１

２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と関ヶ原町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１０条 笠松町と関ヶ原町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平

成１２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と神戸町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１１条 笠松町と神戸町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と輪之内町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１２条 笠松町と輪之内町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平

成１２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と安八町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１３条 笠松町と安八町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と大野町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１４条 笠松町と大野町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と池田町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１５条 笠松町と池田町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と北方町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１６条 笠松町と北方町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１２年３月８日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（山県市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１７条 山県市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成
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１５年３月１７日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（瑞穂市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１８条 瑞穂市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１５年４月２４日専決）は、廃止する。 
（本巣市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第１９条 本巣市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１５年１２月１６日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（笠松町と揖斐川町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第２０条 笠松町と揖斐川町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平

成１６年１２月１７日笠松町議会議決）は、廃止する。 
（海津市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の廃止） 

第２１条 海津市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１７年３月１６日笠松町議会議決）は、廃止する。 

 
附 則 

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 
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第８６号議案 

 
   笠松町福祉会館空調設備改修工事請負契約の締結について 

 
令和６年１２月３日地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第３項の

規定に基づき、仮契約した笠松町福祉会館空調設備改修工事について、次のとおり

請負契約を締結するため、同法第９６条第１項第５号及び笠松町議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年笠松町条例第９号）第

２条の規定により町議会の議決を求める。 

 
令和 ６ 年１２月 ６ 日 提 出 

              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

記 

 
１ 契約の目的   笠松町福祉会館空調設備改修工事 
２ 契約の金額   金８３，０５０，０００円 
３ 契約の相手方  岐阜県岐阜市今町四丁目２３番地 
          日建工業株式会社 
          代表取締役 林 芳弘 
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3
使

用
料

及
び

手
数

料
１

４
１

，
６

６
５

３
，

１
８
０

１
４

４
，

８
４
５

2
手

数
料

８
６

，
７

９
０

３
，

１
８
０

８
９

，
９

７
０

1
4
国

庫
支

出
金

１
，

２
８

９
，

７
９
４

８
０

，
６

６
５

１
，

３
７

０
，

４
５
９

1
国

庫
負

担
金

８
１

３
，

１
６
５

７
５

，
２

２
０

８
８

８
，

３
８
５

2
国

庫
補

助
金

４
７

０
，

９
４
９

５
，

４
４
５

４
７

６
，

３
９
４

1
5
県

支
出

金
６

４
８

，
８

４
８

３
７

，
１

５
６

６
８

６
，

０
０
４

1
県

負
担

金
４

２
６

，
６

４
３

３
３

，
９

６
５

４
６

０
，

６
０
８

2
県

補
助

金
１

６
６

，
８

１
５

３
，

１
９
１

１
７

０
，

０
０
６

1
6
財

産
収

入
２

，
９

７
４

４
９

６
３

，
４

７
０

1
財

産
運

用
収

入
２

，
９

７
２

４
９

６
３

，
４

６
８

1
8
繰

入
金

１
２

９
，

５
１
０

１
０

７
，

６
０
４

２
３

７
，

１
１
４

2
基

金
繰

入
金

１
１

４
，

９
３
４

１
０

７
，

６
０
４

２
２

２
，

５
３
８

2
1
町

債
３

０
４

，
９

０
０

４
５

，
９

０
０

３
５

０
，

８
０
０

1
町

債
３

０
４

，
９

０
０

４
５

，
９

０
０

３
５

０
，

８
０
０

歳
　

　
　

　
　

入
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

８
，

１
７

９
，

６
５
９

２
７

５
，

０
０
１

８
，

４
５

４
，

６
６
０

第
１

表
　

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正
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(
歳

　
出

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

2
総

務
費

１
，

２
４

１
，

６
０
２

５
，

５
９
０

１
，

２
４

７
，

１
９
２

1
総

務
管

理
費

４
５

７
，

７
７
０

５
，

３
６
８

４
６

３
，

１
３
８

2
企

画
費

３
４

５
，

９
８
９

３
９

３
４

６
，

０
２
８

4
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
費

９
０

，
０

２
５

１
８

３
９

０
，

２
０
８

3
民

生
費

３
，

０
４

６
，

９
１
０

１
９

３
，

６
４
７

３
，

２
４

０
，

５
５
７

1
社

会
福

祉
費

２
，

１
８

２
，

７
７
７

１
５

３
，

５
９
９

２
，

３
３

６
，

３
７
６

2
児

童
福

祉
費

８
６

４
，

０
３
３

４
０

，
０

４
８

９
０

４
，

０
８
１

4
衛

生
費

１
，

０
９

１
，

０
３
８

４
，

４
２
８

１
，

０
９

５
，

４
６
６

1
保

健
衛

生
費

３
４

５
，

８
７
８

１
，

０
９
７

３
４

６
，

９
７
５

2
清

掃
費

７
４

５
，

１
６
０

３
，

３
３
１

７
４

８
，

４
９
１

7
土

木
費

６
８

２
，

５
９
３

５
０

，
８

５
３

７
３

３
，

４
４
６

1
土

木
管

理
費

７
３

，
０

７
６

１
，

８
７
２

７
４

，
９

４
８

2
道

路
橋

梁
費

２
６

５
，

２
１
１

４
８

，
９

８
１

３
１

４
，

１
９
２

9
教

育
費

９
９

４
，

０
４
４

１
５

，
６

４
１

１
，

０
０

９
，

６
８
５

2
小

学
校

費
１

６
６

，
９

０
２

６
，

９
１
５

１
７

３
，

８
１
７

3
中

学
校

費
８

１
，

２
３
１

６
，

４
７
３

８
７

，
７

０
４

4
社

会
教

育
費

１
８

１
，

８
４
５

１
，

９
６
０

１
８

３
，

８
０
５

5
保

健
体

育
費

２
６

０
，

２
３
８

２
９

３
２

６
０

，
５

３
１
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(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

1
0
公

債
費

５
３

３
，

８
６
３

△
４

６
３

５
３

３
，

４
０
０

1
公

債
費

５
３

３
，

８
６
３

△
４

６
３

５
３

３
，

４
０
０

1
1
諸

支
出

金
８

１
０

３
０

５
１

，
１

１
５

1
基

金
費

８
１

０
３

０
５

１
，

１
１
５

1
2
予

備
費

１
０

，
０

０
０

５
，

０
０
０

１
５

，
０

０
０

1
予

備
費

１
０

，
０

０
０

５
，

０
０
０

１
５

，
０

０
０

歳
　

　
　

　
　

出
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

８
，

１
７

９
，

６
５
９

２
７

５
，

０
０
１

８
，

４
５

４
，

６
６
０
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1
　

変
　

更

起
債

の
方

法
利

率
償

還
の

方
法

起
債

の
方

法
利

率
償

還
の

方
法

1
5
0
,4

0
0

証
書

借
入

又
4
.0

％
以

内
1
9
6
,3

0
0

証
書

借
入

又
4
.0

％
以

内

は
証

券
発

行
は

証
券

発
行

第
 ３

 表
　

地
 方

 債
 補

 正
（
単

位
：
千

円
）

起
債

の
目

的

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

補
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

後
補

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

正
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
前

政
府

・
機

構
資

金
に

つ
い

て
は

、
そ

の
融

資
条

件
に

よ
る

。
銀

行
、

そ
の

他
の

場
合

は
、

そ
の

債
権

者
と

協
定

し
た

融
資

条
件

に
よ

る
。

た
だ

し
、

町
財

政
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
は

低
利

に
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

限
  
度

  
額

緊
急

自
然

災
害

防
止

対
策

事
業

政
府

・
機

構
資

金
に

つ
い

て
は

、
そ

の
融

資
条

件
に

よ
る

。
銀

行
、

そ
の

他
の

場
合

は
、

そ
の

債
権

者
と

協
定

し
た

融
資

条
件

に
よ

る
。

た
だ

し
、

町
財

政
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
は

低
利

に
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

限
  
度

  
額

第
 ２

 表
　

繰
 越

 明
 許

 費
 補

 正
　

 １
　

追
　

加

７
土

木
費

２
道

路
橋

梁
費

道
路

修
繕

事
業

３
５

，
２

４
５

７
土

木
費

２
道

路
橋

梁
費

道
路

新
設

改
良

事
業

１
３

，
７

３
６

（
単

位
：
千

円
）

款
項

事
　

　
　

　
　

　
　

　
業

　
　

　
　

　
　

　
　

名
金

　
　

　
　

　
　

額
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１
　

歳
入

(
款

)
 
1
3
 
使

用
料

及
び

手
数
料

(
項

)
 
2
 
手

数
料

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
3
衛

生
手

数
料

7
6
,
0
3
9

3
,
1
8
0

7
9
,
2
1
9

 
1
衛

生
手

数
料

3
,
1
8
0
事

業
系

一
般

廃
棄

物
（

笠
松

競
馬

場
）

処
理

手
数

料
 
 

計
8
6
,
7
9
0

3
,
1
8
0

8
9
,
9
7
0

(
款

)
 
1
4
 
国

庫
支

出
金

(
項

)
 
1
 
国

庫
負

担
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
民

生
費

国
庫

負
担
金

7
4
9
,
5
6
2

7
5
,
2
2
0

8
2
4
,
7
8
2

 
1
障

害
福

祉
費

負
担
金

5
2
,
5
5
1
障

害
者

自
立

支
援

給
付

費
負

担
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3
児

童
福

祉
費

負
担
金

2
2
,
6
6
9
保

育
給

付
費

負
担

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
8
1
3
,
1
6
5

7
5
,
2
2
0

8
8
8
,
3
8
5

(
款

)
 
1
4
 
国

庫
支

出
金

(
項

)
 
2
 
国

庫
補

助
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
総

務
費

国
庫

補
助
金

3
7
2
,
5
0
6

5
,
4
4
5

3
7
7
,
9
5
1

 
1
企

画
総

務
費

補
助
金

5
,
3
6
8
デ

ジ
タ

ル
基

盤
改

革
支

援
補

助
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
費
補

7
7
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

交
付

事
務

費
補

助
金
 
 
 
 
 
 
 
 

助
金

計
4
7
0
,
9
4
9

5
,
4
4
5

4
7
6
,
3
9
4

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

区
 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
区

 
 
 
 
 
分

目目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

金
 
 
 
額

-27-



(
款

)
 
1
5
 
県

支
出

金

(
項

)
 
1
 
県

負
担

金
(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
民

生
費

負
担
金

3
9
3
,
4
4
0

3
3
,
9
6
5

4
2
7
,
4
0
5

 
2
障

害
福

祉
費

負
担
金

2
6
,
2
7
6
障

害
者

自
立

支
援

給
付

費
負

担
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4
児

童
福

祉
費

負
担
金

7
,
6
8
9
保

育
給

付
費

負
担

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
4
2
6
,
6
4
3

3
3
,
9
6
5

4
6
0
,
6
0
8

(
款

)
 
1
5
 
県

支
出

金

(
項

)
 
2
 
県

補
助

金
(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
2
民

生
費

補
助
金

1
2
5
,
2
4
0

3
,
1
9
1

1
2
8
,
4
3
1

 
3
福

祉
医

療
費

補
助
金

3
,
1
9
1
重

度
心

身
障

が
い

者
医

療
費

補
助

金
2
,
7
0
9

乳
幼

児
医

療
費

補
助

金
△

3
0
8

母
子

医
療

費
補

助
金

9
2
2

父
子

医
療

費
補

助
金

△
1
3
2

計
1
6
6
,
8
1
5

3
,
1
9
1

1
7
0
,
0
0
6

(
款

)
 
1
6
 
財

産
収

入

(
項

)
 
1
 
財

産
運

用
収
入

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
2
利

子
及

び
配

当
金

9
4
2

4
9
6

1
,
4
3
8

 
1
利

子
及

び
配

当
金

4
9
6
減

債
基

金
利

子
1
9
0

ふ
る

さ
と

振
興

基
金

利
子

3
9

福
祉

振
興

基
金

利
子

2
0

社
会

資
本

整
備

基
金

利
子

7
7

次
期

ご
み

処
理

施
設

整
備

基
金

利
子

1
5
1

飼
い

主
の

い
な

い
猫

対
策

基
金

利
子

2

教
育

振
興

基
金

利
子

1
7

計
2
,
9
7
2

4
9
6

3
,
4
6
8

金
 
 
 
額

区
 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
区

 
 
 
 
 
分

目目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
1
8
 
繰

入
金

(
項

)
 
2
 
基

金
繰

入
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
財

政
調

整
基

金
繰
入

7
7
,
9
0
2

1
0
7
,
6
0
4

1
8
5
,
5
0
6

 
1
財

政
調

整
基

金
繰
入

1
0
7
,
6
0
4
財

政
調

整
基

金
繰

入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
1
1
4
,
9
3
4

1
0
7
,
6
0
4

2
2
2
,
5
3
8

(
款

)
 
2
1
 
町

債

(
項

)
 
1
 
町

債
(
単

位
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訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
元

金
5
1
3
,
2
9
9

△
3
1

5
1
3
,
2
6
8

△
3
1

2
2
償

還
金

利
子

△
3
1
長

期
債

元
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

及
び

割
引
料

 
2
利

子
2
0
,
5
6
4

△
4
3
2

2
0
,
1
3
2

△
4
3
2

2
2
償

還
金

利
子

△
4
3
2
長

期
債

利
子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

及
び

割
引
料

計
5
3
3
,
8
6
3

△
4
6
3

5
3
3
,
4
0
0

△
4
6
3

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分
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(
款

)
 
1
1
 
諸

支
出
金

(
項
)
 
1
 
基

金
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
2
減

債
基

金
費

1
2

1
9
0

2
0
2

1
9
0

2
4
積

立
金

1
9
0
減

債
基

金
積

立
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3
社

会
資

本
整

1
9

7
7

9
6

7
7

2
4
積

立
金

7
7
社

会
資

本
整

備
基

金
積

立
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

備
基

金
費

 
4
福

祉
振

興
基

5
2
0

2
5

2
0

2
4
積

立
金

2
0
福

祉
振

興
基

金
積

立
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

金
費

 
6
教

育
振

興
基

1
8

1
8

1
7

1
2
4
積

立
金

1
8
教

育
振

興
基

金
積

立
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

金
費 計

8
1
0

3
0
5

1
,
1
1
5

3
0
4

1

(
款

)
 
1
2
 
予

備
費

(
項
)
 
1
 
予

備
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
予

備
費

1
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
0
予

備
費

5
,
0
0
0
予

備
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
1
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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２
，

４
０

１
，

１
７

７
千

円
と
 
す
 
る
。

２

笠
 
　
松
 
　
町
 
　
長
　
　
　
古
　
　
田
　
　
聖
　
　
人

「
第

１
表

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
介
 
護
 
保
 
険
 
特
 
別
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
書

令
和

６
年

度
笠

松
町

の
介

護
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
３

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

第
 
８
 
８
 
号

 
議
 
案

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
介
 
護
 
保
 
険
 
特
 
別
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
（
 
第
 
３
 
号
 
）

（
歳
 
入
 
歳
 
出
 
予
 
算
 
の
 
補
 
正
）

第
１

条
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
に

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

１
３

７
，

２
０

５
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

令
　
和
 
６
 
年
１
２
月
 
６
 
日
　
　

提
 
　
出

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、
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(
歳

　
入

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

1
保

険
料

４
５

１
，

５
４
８

１
８

０
４

５
１

，
７

２
８

1
介

護
保

険
料

４
５

１
，

５
４
８

１
８

０
４

５
１

，
７

２
８

3
国

庫
支

出
金

５
２

６
，

６
８
１

６
，

９
１
３

５
３

３
，

５
９
４

1
国

庫
負

担
金

３
７

７
，

０
４
２

６
，

９
１
３

３
８

３
，

９
５
５

4
支

払
基

金
交

付
金

５
６

８
，

４
３
２

３
６

，
９

８
１

６
０

５
，

４
１
３

1
支

払
基

金
交

付
金

５
６

８
，

４
３
２

３
６

，
９

８
１

６
０

５
，

４
１
３

5
県

支
出

金
３

１
１

，
１

５
６

３
，

９
６
２

３
１

５
，

１
１
８

1
県

負
担

金
２

９
６

，
０

１
７

３
，

９
６
２

２
９

９
，

９
７
９

6
財

産
収

入
３

１
１

４
４

１
７

５

1
財

産
運

用
収

入
３

１
１

４
４

１
７

５

7
繰

入
金

３
４

８
，

６
２
０

８
９

，
０

２
５

４
３

７
，

６
４
５

1
他

会
計

繰
入

金
３

４
１

，
０

１
３

１
７

，
１

４
６

３
５

８
，

１
５
９

2
基

金
繰

入
金

７
，

６
０
７

７
１

，
８

７
９

７
９

，
４

８
６

歳
　

　
　

　
　

入
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

２
，

２
６

３
，

９
７
２

１
３

７
，

２
０
５

２
，

４
０

１
，

１
７
７

第
１

表
　

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正
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(
歳

　
出

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

1
総

務
費

４
６

，
３

１
４

４
１

４
６

，
３

５
５

1
総

務
管

理
費

２
３

，
９

２
３

４
１

２
３

，
９

６
４

2
保

険
給

付
費

２
，

０
６

４
，

９
８
１

１
２

９
，

６
０
１

２
，

１
９

４
，

５
８
２

1
介

護
サ

ー
ビ

ス
諸

費
１

，
９

０
０

，
９

７
８

１
２

４
，

８
２
０

２
，

０
２

５
，

７
９
８

2
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
諸

費
３

９
，

８
５
５

４
，

７
８
１

４
４

，
６

３
６

3
介

護
諸

費
２

，
３

２
５

　
２

，
３

２
５

4
高

額
介

護
サ

ー
ビ

ス
諸

費
６

４
，

７
７
７

　
６

４
，

７
７
７

5
特

定
入

所
者

介
護

サ
ー

ビ
ス

諸
費

５
７

，
０

４
６

　
５

７
，

０
４
６

3
地

域
支

援
事

業
費

９
２

，
３

９
１

７
，

２
３
９

９
９

，
６

３
０

1
介

護
予

防
・

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

事
業

費
３

４
，

５
８
３

７
，

２
３
９

４
１

，
８

２
２

2
一

般
介

護
予

防
事

業
費

４
，

２
１
６

　
４

，
２

１
６

4
基

金
積

立
金

２
７

，
２

６
１

１
４

４
２

７
，

４
０
５

1
基

金
積

立
金

２
７

，
２

６
１

１
４

４
２

７
，

４
０
５

5
諸

支
出

金
３

２
，

５
２
５

１
８

０
３

２
，

７
０
５

1
償

還
金

及
び

還
付

金
１

８
，

９
１
１

１
８

０
１

９
，

０
９
１

歳
　

　
　

　
　

出
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

２
，

２
６

３
，

９
７
２

１
３

７
，

２
０
５

２
，

４
０

１
，

１
７
７
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１
　

歳
入

(
款

)
 
1
 
保

険
料

(
項

)
 
1
 
介

護
保

険
料

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
第

１
号

被
保

険
者

保
険

料
4
5
1
,
5
4
8

1
8
0

4
5
1
,
7
2
8

 
1
現

年
度

分
1
8
0
第

１
号

被
保

険
者

分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
4
5
1
,
5
4
8

1
8
0

4
5
1
,
7
2
8

(
款

)
 
3
 
国

庫
支

出
金

(
項

)
 
1
 
国

庫
負

担
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
介

護
給

付
費

負
担

金
3
7
7
,
0
4
2

6
,
9
1
3

3
8
3
,
9
5
5

 
1
現

年
度

分
6
,
9
1
3
現

年
度

分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
3
7
7
,
0
4
2

6
,
9
1
3

3
8
3
,
9
5
5

(
款

)
 
4
 
支

払
基

金
交

付
金

(
項

)
 
1
 
支

払
基

金
交

付
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
介

護
給

付
費

交
付

金
5
5
7
,
5
4
5

3
4
,
9
9
2

5
9
2
,
5
3
7

 
1
現

年
度

分
3
4
,
9
9
2
現

年
度

分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
地

域
支

援
事

業
費

交
付

金
1
0
,
8
8
7

1
,
9
8
9

1
2
,
8
7
6

 
1
現

年
度

分
1
,
9
8
9
現

年
度

分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
5
6
8
,
4
3
2

3
6
,
9
8
1

6
0
5
,
4
1
3

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書
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(
款

)
 
5
 
県

支
出

金

(
項

)
 
1
 
県

負
担

金
(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
介

護
給

付
費

負
担

金
2
9
6
,
0
1
7

3
,
9
6
2

2
9
9
,
9
7
9

 
1
現

年
度

分
3
,
9
6
2
現

年
度

分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
2
9
6
,
0
1
7

3
,
9
6
2

2
9
9
,
9
7
9

(
款

)
 
6
 
財

産
収

入

(
項

)
 
1
 
財

産
運

用
収

入
(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
利

子
及

び
配

当
金

3
1

1
4
4

1
7
5

 
1
利

子
及

び
配

当
金

1
4
4
介

護
保

険
基

金
利

子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
3
1

1
4
4

1
7
5

(
款

)
 
7
 
繰

入
金

(
項

)
 
1
 
他

会
計

繰
入

金
(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
一

般
会

計
繰

入
金

3
4
1
,
0
1
3

1
7
,
1
4
6

3
5
8
,
1
5
9

 
1
介

護
給

付
費

繰
入

金
1
6
,
2
0
0
介

護
給

付
費

繰
入

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
地

域
支

援
事

業
費

繰
入

金
9
0
5
地

域
支

援
事

業
費

繰
入

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
そ

の
他

一
般

会
計

繰
入

金
4
1
職

員
給

与
費

等
繰

入
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
3
4
1
,
0
1
3

1
7
,
1
4
6

3
5
8
,
1
5
9

区
 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目 目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

区
 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
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(
款

)
 
7
 
繰

入
金

(
項

)
 
2
 
基

金
繰

入
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
介

護
保

険
基

金
繰

入
金

7
,
6
0
7

7
1
,
8
7
9

7
9
,
4
8
6

 
1
介

護
保

険
基

金
繰

入
7
1
,
8
7
9
介

護
保

険
基

金
繰

入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
7
,
6
0
7

7
1
,
8
7
9

7
9
,
4
8
6

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

２
　

歳
出

(款
) 

1 
総

務
費

(項
) 

1 
総

務
管

理
費

(単
位

：
千

円
)

補
　

 正
　

 額
　

 の
　

 財
　

 源
　

 内
　

 訳
節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  

  
定
  

  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 1
一

般
管

理
費

23
,9

23
41

23
,9

64
41

11
役

務
費

41
手

数
料

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

計
23

,9
23

41
23

,9
64

41

(款
) 

2 
保

険
給

付
費

(項
) 

1 
介

護
サ

ー
ビ

ス
諸

費
(単

位
：

千
円

)
補

　
 正

　
 額

　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  

  
定
  

  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 1
居

宅
介

護
サ

91
9,

97
8

65
,7

85
98

5,
76

3
7,

76
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